
 

野田市水道事業管理者の所管に係る野田市私債権管理条例施行規

程を次のように定める。 

 

令和５年３月２４日 

 

野田市水道事業管理者 中沢 哲夫 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

野田市水道事業規程第 １ 号 

 

   野田市水道事業管理者の所管に係る野田市私債権管理条例施行規程 

 

 （趣旨） 

第１条 この規程は、野田市私債権管理条例（令和５年野田市条例第１号。以

下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （私債権管理台帳） 

第２条 条例第５条の規定により整備する台帳は、野田市私債権管理条例施行

規則（令和５年野田市規則第９号。以下「市規則」という。）第２条の規定

の例による。 

 （条例第６条第１号の相当の期間） 

第３条 条例第６条第１号の相当の期間は、市規則第３条の規定の例による。 

 （条例第６条第５号の相当の期間） 

第４条 条例第６条第５号の相当の期間は、市規則第４条の規定の例による。 

 （補則） 

第５条 この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。 

   附 則 

 この規程は、令和５年４月１日から施行する。 

 

 


